
５名様限定
完全予約制

配偶者居住権セミナー

相談会無料
 ●配偶者居住権のメリットとは？

 ●⼿続きは誰でも簡単に出来るの？

 ●相続税の節税になるって本当なの？

完全予約制の個室で相談会

プライバシー厳守

相談会で相続に関するお悩み解決

12 7⽉ ⽇
セミナー13:30∼14:30

⾚⽻駅南⼝改札 徒歩７分

お申込み：お電話またはFAXにてご連絡ください

税理⼠法⼈⻄川会計 資産税事業部

＆

 WEB配信セミナーだけのご参加も可能です

 登録して頂いたメールアドレスに 配信アドレスをお送りします

(⽉)

１⽇

会場：北区⾚⽻南2-4-15

相続個別

参加費無料

電話 ０３−３９０２−１２００ FAX ０３−３９０１−５６００

主催：税理⼠法⼈⻄川会計

⻄川会計２F研修室

個別相談14:30∼15:00


